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令和８年第３回半田市議会臨時会議案目録 

議案番号 件           名 ページ 

報告７ 
専決処分の報告について（半田乙川中部土地区画整理事業における損害

賠償の額の決定） 

 

５ 

報告８ 
専決処分の報告について（公用車両が関係する事故の和解及び損害賠償

の額の決定） 
９ 

報告９ 半田市土地開発公社の経営状況について １１ 

承認２ 
専決処分の承認について（半田市市税条例及び半田市都市計画税条例の

一部改正） 
２５ 

承認３ 専決処分の承認について（半田市国民健康保険税条例等の一部改正） ３５ 

４０ 令和８年度半田市一般会計補正予算第１号 ３９ 

４１ 半田市行政手続条例の一部改正について ４９ 

４２ 半田市市税条例の一部改正について ５１ 

４３ 半田市監査委員の選任について ５７ 
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報告第７号 

 

専決処分の報告について(半田乙川中部土地区画整理事業における損害賠償の額の決

定) 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、次のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年５月１８日提出 

半田市長 久 世 孝 宏  

 

専決処分書 

令和７年１２月に発生した半田乙川中部土地区画整理事業に係る損害賠償の額の決定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

  令和８年４月２７日専決 

半田市長 久 世 孝 宏  

 

事件の内容及び額の決定について 

１ 事件の内容 

   土地区画整理事業の換地処分に向けた農地転用の届出手続の依頼通知に誤りがあり、

本来届出を要しない地権者に対しても通知した結果、不要な手続を行わせ費用負担を生

じさせたため、半田市は相手方に対して損害賠償の責めを負うものとする。 

２ 損害賠償の額 

   金２１，０４２円（内訳は別紙一覧のとおり） 

３ 損害賠償の相手方 

   対象者１はじめ１４名 
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損害賠償の額及び相手方一覧 

相手方 
損害賠償の額

（円） 

対象者 1 4,600 

対象者 2 3,000 

対象者 3 2,200 

対象者 4 1,750 

対象者 5 1,750 

対象者 6 1,700 

対象者 7 1,130 

対象者 8 1,120 

対象者 9 1,100 

対象者 10 1,100 

対象者 11 730 

対象者 12 662 

対象者 13 100 

対象者 14 100 

合 計 21,042 

 

別紙 
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報告第８号 

 

   専決処分の報告について（公用車両が関係する事故の和解及び損害賠償の額の決定） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、次のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和８年５月１８日提出 

                            半田市長 久 世 孝 宏 

 

専決処分書 

 令和７年１２月９日半田市東洋町三丁目８番地先の道路上で発生した交通事故における

和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条

第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和８年４月２０日専決 

                            半田市長 久 世 孝 宏 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について 

１ 和解の内容 

   本件交通事故の責任割合において、半田市は、損害賠償の相手方に対し、治療費等の

全額を負担し、損害賠償の責めを負うものとする。 

２ 損害賠償の額 

   金２６７，９９２円 

３ 損害賠償の相手方 

   半田市在住 ４０歳代女性 

 

 

-9-



-10-



報告第９号 

 

半田市土地開発公社の経営状況について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、半田市

土地開発公社の経営状況（令和８年度事業計画等）を説明する書類を次のとおり提出する。 

  令和８年５月１８日提出 

半田市長 久 世 孝 宏 
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令和８年度半田市土地開発公社事業計画
令和８年度半田市土地開発公社の事業計画は次のとおりとする。

事 業 名
数 量
（ ㎡ ）

事 業 費
（ 千 円 ）

摘 要

荒古線用地取得事業
（JR武豊線連続立体交差化事業）

349 56,597 うち補償費 27,000千円

北条向山線道路改良事業 731 54,521

公 有 用 地 小 計 1,080 111,118 うち補償費 27,000千円

都市計画道路藤江線用地取得事業(R8) 262 89,637 うち補償費 71,866千円

公 有 用 地 小 計 262 89,637

1,342 200,755 うち補償費 98,866千円

1,342 200,755 うち補償費 98,866千円

事 業 名
数 量
（ ㎡ ）

事 業 費
（ 千 円 ）

摘 要

都市計画道路藤江線用地取得事業 701 42,009

町道吉田線道路整備事業 91 9,099

公 有 用 地 小 計 792 51,108

武豊町総合公園整備事業 1,609 25,201 うち補償費　19千円

野菜茶業研究所旧武豊研究拠点
跡地用地取得事業

2,095 32,041

公 有 用 地 小 計 3,704 57,242 うち補償費　19千円

4,496 108,350 うち補償費　19千円

武豊町総合公園整備事業 164 4,034

代 行 用 地 小 計 164 4,034

164 4,034

4,660 112,384 うち補償費　19千円

（注）　公有用地・・・公有地取得事業にあたり、公社が所有権を取得した土地
　　　　代行用地・・・公有地取得事業にあたり、農地法上の制限により公社が登記名義人となる

　　　　　　　ことが困難な場合などに、直接地方公共団体に所有権を取得させた土地

 　　　　
    　　　　

総 合 計

２　用地処分

東

浦

町

公

有

用

地

武

豊

町

公

有

用

地

公 有 用 地 合 計

武

豊

町

代

行

用

地

代 行 用 地 合 計

総 合 計

公 有 用 地 合 計

１　用地取得

半

田

市

公

有

用

地

東

浦

町

公

有

用

地
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（総則）

第１条　令和８年度半田市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 １ 款　事業収益 113,757 千円

　　　第 １ 項　公有地取得事業収益 113,757 千円

第 ２ 款　事業外収益 323 千円

　　　第 １ 項　受取利息 323 千円

収入合計 114,080 千円

支 出

第 １ 款　事業原価 112,384 千円

　　　第 １ 項　公有地取得事業原価 112,384 千円

第 ２ 款　販売費及び一般管理費 4,369 千円

　　　第 １ 項　販売費及び一般管理費 4,369 千円

支出合計 116,753 千円

令和８年度半田市土地開発公社予算
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（資本的収入及び支出）

第３条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的

　　　支出額に対して不足する額１１２，３８４千円は、当年度分損益勘定留保資金　

　　　１１２，３８４千円で補てんするものとする。)

　　　

収 入

第 １ 款　資本的収入 564,061 千円

　　　第 １ 項　長期借入金 564,061 千円

収入合計 564,061 千円

支 出

第 １ 款　資本的支出 676,445 千円

　　　第 １ 項　公有地取得事業費 218,155 千円

　　　第 ２ 項　長期借入金償還金 408,290 千円

　　　第 ３ 項　予備費 50,000 千円

支出合計 676,445 千円

（ 借 入 金 ）

第４条　事業資産の取得、その他事業の執行運営に要する資金の借入れは、次のとおり定

　　　めるものとする。

借入れの目的 公有地取得等事業資金に充てるため

借入限度額 2,750,000千円

（半田市１０億円、東浦町１０億円、武豊町７億５千万円）

借入れの方法 手形借入れ又は証書借入れにより金融機関から借入れる

ものとする。

借入利率 ６．０％以内

償還の方法 事業収益を収納した都度償還するものとする。
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令和８年度半田市土地開発公社予算実施計画

収益的収入及び支出

（ 収　入 ） 

款 項 目

１ 事業収益

１ 公有地取得事業収益

１ 公有用地売却収益

２ 代行用地売却収益

２ 事業外収益

１ 受取利息 １ 受取利息

（ 支　出 ） 

款 項 目

１ 事業原価

１ 公有地取得事業原価

１ 公有用地売却原価

２ 代行用地売却原価

２ 販売費及び一般管理費

１ 販売費及び一般管理費

１ 人 件 費

２ 経　　費 

収 入 合 計

支 出 合 計
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　（単位　千円）

節 予 定 額 備 考

113,757

113,757

109,669 4事業　4,496㎡

4,088 1事業　  164㎡

323

１ 預金利息 323

114,080

　（単位　千円）

節 予 定 額 備 考

112,384

112,384

108,350 4事業　4,496㎡

4,034 1事業　  164㎡

4,369

4,369

43

１ 報　酬 43  理事2人　監事1人

4,326

２ 旅　  費 4  普通旅費

４ 需 用 費 60  消耗品費等               

５ 役 務 費 15  通信運搬費   　　 　10

 銀行振込手数料等 　  5        

７ 委 託 料 196  理事登記委託料          77

 会計システム保守委託料 119

９ 負担金補助及び交付金 3,980  事務費等負担金　　

１１ 公租公課 71  法人県民税      21

 法人市民税      50

116,753
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資本的収入及び支出

（ 収　入 ） 

款 項 目

１ 資本的収入

１ 長期借入金 １ 長期借入金

（ 支　出 ） 

款 項 目

１ 資本的支出

１ 公有地取得事業費

１ 公有用地取得事業費

２ 代行用地取得事業費

２ 長期借入金償還金 １ 長期借入金償還金

３ 予  備  費 １ 予  備  費

収 入 合 計

支 出 合 計
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　（単位　千円）

節 予定額 備 考

564,061

564,061  事業費　  200,755

 支払利息　 17,400

 借換資金  295,906

 予備費　   50,000

564,061

　（単位　千円）

節 予定額 備 考

676,445

218,155

215,455

１ 用  地  費 99,171 3事業　1,342㎡

２ 補  償  費 98,866 2事業　611㎡

５ 支 払 利 息 14,700 10事業

６ 諸  経  費 2,718  収入印紙費、登記代等      

2,700

５ 支 払 利 息 2,700 2事業

408,290  処分に伴う償還金 112,384

 借換資金       　295,906

50,000

676,445
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千円 千円 千円

１．事業収益 111,286 113,757 2,471

２．事業外収益 75 323 248

３．長期借入金 319,461 514,061 194,600

４．前年度繰越金 73,113 70,080 △ 3,033

503,935 698,221 194,286

１．公有地取得事業費 97,524 218,155 120,631

２．長期借入金償還金 331,996 408,290 76,294

３．販売費及び一般管理費 4,335 4,369 34

４．前年度未払金等 0 0 0

433,855 630,814 196,959

70,080 67,407 △ 2,673

支

払

資

金

合 計

　　差　　　　　引

令和８年度半田市土地開発公社資金計画

区 分 前年度決算見込額 当 年 度 予 定 額 増 減

受

入

資

金

合 計
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（単位　千円）

１．流　動　資　産

（１）現金及び預金 70,080

（２）公有用地 531,627 （原価法による）

（３）代行用地 136,134 （原価法による）

737,841

２．固　定　資　産

（１）投資その他の資産

ア 長期性預金 15,000
　

15,000

15,000

752,841

１．固　定　負　債

（１）長期借入金 667,761

667,761

      負　　債　　合　　計 667,761

１．資　本　金

（１）基本財産 15,000

15,000

２．準　備　金

（１）前期繰越準備金 73,113

（２）当期純損失 3,033

70,080

85,080

752,841

（注）たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　公有用地・・・・・個別法による原価法

　　　代行用地・・・・・　　　　〃

投資その他の資産合計

令和７年度　半 田 市 土 地 開 発 公 社

予　定　貸　借　対　照　表

（ 令和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

資　産　の　部

流 動 資 産 合 計

資 本 金 合 計

準 備 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

負　債　の　部

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

資　本　の　部
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（単位　千円）

１．流　動　資　産

（１）現金及び預金 67,407

（２）公有用地 638,275 （原価法による）

（３）代行用地 134,669 （原価法による）

840,351

２．固　定　資　産

（１）投資その他の資産

ア．長期性預金 15,000
　

15,000

15,000

855,351

１．固　定　負　債

（１）長期借入金 772,944

772,944

      負　　債　　合　　計 772,944

１．資　本　金

（１）基本財産 15,000

15,000

２．準　備　金

（１）前期繰越準備金 70,080

（２）当期純損失 2,673

67,407

82,407

855,351

（注）たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　公有用地・・・・・個別法による原価法

　　　代行用地・・・・・　　　　　　〃

投資その他の資産合計

令和８年度　半 田 市 土 地 開 発 公 社

予　定　貸　借　対　照　表

 （ 令和 ９ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

資　産　の　部

流 動 資 産 合 計

資 本 金 合 計

準 備 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

負　債　の　部

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

資　本　の　部
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（単位　千円）

１．事　業　収　益

（１）公有地取得事業収益 111,286

（２）附帯等事業収益 0 111,286

２．事　業　原　価

（１）公有地取得事業原価 110,059 110,059

事 業 総 利 益 1,227

３．販売費及び一般管理費 4,335 4,335

　

事 業 損 失 3,108

４．事 業 外 収 益

（１）受取利息 75 75

経 常 損 失 3,033

当 年 度 純 損 失 3,033

令和７年度　半 田 市 土 地 開 発 公 社

予　定　損　益　計　算　書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）
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承認第２号 

 

   専決処分の承認について（半田市市税条例及び半田市都市計画税条例の一部改正） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、半田市市税条

例及び半田市都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

令和８年５月１８日提出 

 半田市長 久 世 孝 宏  
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る
  

 
 
 

第
三
十
二
条
第
三
項
中
 
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
 
を
 
次
項
及
び
 
に
改
め
 
 
 
 
 

の
下
に
 
 
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
 
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
 
 
 
を
加
え
る
  

第
七
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

 
 
 
 
 

軽
自
動
車
税
は
 
原
動
機
付
自
転
車
 
軽
自
動
車
 
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動

車(

以
下
 
軽
自
動
車
等
 
と
い
う
 )

に
対
し
 
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
  

 
 
 

第
七
十
三
条
第
二
項
を
削
り
 
同
条
第
三
項
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
 
 
 
第
一

項
 
を
 
 
前
項
 
に
 
 
そ
の
使
用
者
に
 
を
 
当
該
軽
自
動
車
等
の
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
を
 

に
改
め
 
同
項
た
だ
し
書
中
 
こ
れ
を
課
さ
な
い
 
を
 
こ
の
限
り
で
な
い
 
に
改
め
 
同
項
を
同

条
第
二
項
と
す
る
  

 
 
 

第
七
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

 
 
 
 
 

軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る

場
合
に
は
 
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
 
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
  

 
 
 

第
七
十
四
条
第
二
項
中
 
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
又
は
 
を
削
り
 
同
条
第
三
項
及
び

第
四
項
を
削
る
  

第
七
十
四
条
の
三
か
ら
第
七
十
四
条
の
八
ま
で
を
削
る
  

第
七
十
四
条
の
九
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
 
同
条
を

第
七
十
四
の
三
と
す
る
  

 
 
 

第
七
十
五
条
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
る
  

 
 
 

第
七
十
六
条
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
る
  

 
 
 

第
七
十
六
条
の
三
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
る
  

 
 
 

第
七
十
八
条
の
見
出
し
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
 
同
条
第
一
項
中
 
種
別
割
 

を
 
軽
自
動
車
税
 
に
 
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
四
の
二
様
式
 
を
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号

の
四
様
式
 
に
 
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
三
様
式
 
を
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
五
様
式
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に
改
め
 
同
条
第
二
項
中
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
四
の
二
様
式
 
を
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号

の
四
様
式
 
に
 
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
三
様
式
 
を
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
五
様
式
 

に
改
め
 
同
条
第
三
項
中
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号
の
四
の
二
様
式
 
を
 
施
行
規
則
第
三
十
三
号

の
四
様
式
 
に
改
め
る
  

 
 
 

第
七
十
九
条
の
見
出
し
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
る
  

 
 
 

第
八
十
条
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
る
  

 
 
 

第
八
十
一
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
 
第
二
項
 
第
四
項
及
び
第
五
項
中
 
種
別
割
 
を

 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
る
  

 
 
 

第
八
十
二
条
第
二
項
中
 
第
七
十
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
 
を
 
第
七
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
 

に
 
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 
に
改
め
 
同
条
第
七
項
中
 
種
別
割
 
を
 
軽
自
動
車
税
 

に
改
め
る
  

 
 
 

附
則
第
七
条
の
三
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
る
  

 
 
 

附
則
第
七
条
の
三
の
二
に
見
出
し
と
し
て
 
 
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
 
 
を
付
し
 
同
条
第
一
項
中
 
居
住
年
が
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
又
は
 
を
 
同

法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
 
に
 
 
に
お
い
て
 
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
な
い
と
き
は
 
を
 
に
は
 
に
 
 
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
 
を
 
附
則
第
五
条
の

四
第
五
項
 
に
改
め
 
同
条
第
二
項
中
 
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
 
を
 
附
則
第
七
条
の
三

第
一
項
 
に
改
め
 
同
条
を
附
則
第
七
条
の
三
と
す
る
  

 

附
則
第
七
条
の
五
第
一
項
中
 
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
 
を
 
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
 

に
改
め
る
  

附
則
第
七
条
の
八
中
 
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
 
を
 
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
 
に
改

め
る
  

 
 
 

附
則
第
八
条
第
一
項
中
 
令
和
九
年
度
 
を
 
令
和
十
二
年
度
 
に
改
め
 
同
条
第
二
項
中
 
 

附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
 
を
削
る
  
 

附
則
第
十
条
の
二
第
三
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
十
三
項
 
に

改
め
 
同
条
第
四
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
項
 
に
改
め
 

同
条
第
五
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
第
一
号
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
第
一
号
 

に
改
め
 
同
条
第
六
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
第
二
号
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一

項
第
二
号
 
に
改
め
 
同
条
第
七
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
第
三
号
 
を
 
附
則
第
十
五

条
第
二
十
一
項
第
三
号
 
に
改
め
 
同
条
第
八
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
第
一
号
 
を
 
附

則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
第
一
号
 
に
改
め
 
同
条
第
九
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
第
二

号
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
第
二
号
 
に
改
め
 
同
条
第
十
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二

十
五
項
第
一
号
イ
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
一
号
イ
 
に
 
 
六
分
の
五
 
を
 
二
分

の
一
 
に
改
め
 
同
条
第
十
一
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
ロ
 
を
 
附
則
第
十
五
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条
第
二
十
四
項
第
一
号
ロ
 
に
 
 
三
分
の
二
 
を
 
二
分
の
一
 
に
改
め
 
同
条
第
十
二
項
中
 
附

則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
ハ
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
一
号
ハ
 
に
 
 
三
分

の
二
 
を
 
二
分
の
一
 
に
改
め
 
同
条
第
十
三
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
ニ
 

を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
一
号
ニ
 
に
 
 
三
分
の
二
 
を
 
二
分
の
一
 
に
改
め
 
同

条
第
十
四
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
二
号
 

に
 
 
七
分
の
六
 
を
 
五
分
の
三
 
に
改
め
 
同
条
第
十
五
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項

第
三
号
イ
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
三
号
イ
 
に
 
 
十
二
分
の
十
一
 
を
 
三
分
の

二
 
に
改
め
 
同
条
第
十
六
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ロ
 
を
 
附
則
第
十
五
条

第
二
十
四
項
第
三
号
ロ
 
に
 
 
四
分
の
三
 
を
 
三
分
の
二
 
に
改
め
 
同
条
第
十
七
項
中
 
附

則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ハ
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
第
四
号
 
に
改
め
 
同
条

第
十
八
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
を
削
り
 
同
条
第
二
十
一
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
八
項
 
を

 
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
 
に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
 
同
条
第
二
十
二
項
中
 
附

則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
一
項
 
に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
十
九
項

と
し
 
同
条
第
二
十
三
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
五
項
 

に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
 
同
条
第
二
十
四
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
七
項
 
を

 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
 
に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
 
同
条
第
二
十
五
項
中

 
附
則
第
十
五
条
第
四
十
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
九
項
 
に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
二
十

二
項
と
し
 
同
条
第
二
十
六
項
中
 
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
四
十
項
 

に
 
 
市
町
村
 
を
 
市
 
に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
二
十
三
項
と
し
 
同
条
中
第
二
十
七
項
を
第

二
十
四
項
と
し
 
第
二
十
八
項
を
第
二
十
五
項
と
し
 
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
  

26 

法
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
三
分
の
一
と
す

る
  

附
則
第
十
条
の
三
第
六
項
中
 
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
 
を
 
附
則
第
十
二
条
第
二
十
項
 
に

改
め
 
同
条
第
七
項
第
四
号
中
 
附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
 
を
 
附
則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
 

に
改
め
 
同
項
第
六
号
中
 
附
則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
 
を
 
附
則
第
十
二
条
第
二
十
五
項
 
に

改
め
 
同
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
十
項
第
五
号
中
 
附
則
第
十
二
条
第
三
十
一
項
 
を
 
附
則
第

十
二
条
第
三
十
二
項
 
に
改
め
 
同
条
第
十
三
項
中
 
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
 
を
 
附
則
第
十

二
条
第
二
十
項
 
に
改
め
 
同
条
第
十
四
項
中
 
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
 
を
 
改
修
特
別
特
定

建
築
物
 
に
 
 
高
齢
者
 
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
 
平

成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
 
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て

劇
場
 
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
 
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
 
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
 
を
 
施
行
規
則
附
則
第
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢
者
 
障
害
者
等
の
移
動
等
の

円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
 
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
 
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
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建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
又
は
同
法
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
同
法
第
二
条
第
二
十

号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
 
に
改
め
 
同
項

第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

三 

家
屋
が
高
齢
者
 
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
 
平
成
十

八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
 
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
の
別 

附
則
第
十
五
条
の
二
か
ら
第
十
五
条
の
六
ま
で
を
削
る
  

附
則
第
十
六
条
の
見
出
し
中
 
の
種
別
割
 
を
削
り
 
同
条
第
一
項
中
 
法
第
四
百
四
十
四
条
第

三
項
に
規
定
す
る
 
を
 
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
 
に
 
 
か
ら

第
四
項
ま
で
 
を
 
及
び
第
三
項
 
に
改
め
 
 
の
種
別
割
 
を
削
り
 
同
条
第
二
項
中
 
令
和
四

年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
 
を
 
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
 
に
改
め
 
 
の
種
別
割
 
を
削
り
 
同
条
第
三
項
中
 
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一

項
第
三
号
 
を
 
同
項
 
に
改
め
 
 
及
び
次
項
 
を
削
り
 
 
令
和
四
年
四
月
一
日
 
を
 
令
和

七
年
四
月
一
日
 
に
 
 
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
 
を

 
令
和
八
年
度
分
 
に
改
め
 
 
の
種
別
割
 
を
削
り
 
同
条
第
四
項
を
削
る
  

 
 
 

附
則
第
十
六
条
の
二
の
見
出
し
中
 
の
種
別
割
 
を
削
り
 
同
条
第
一
項
中
 
の
種
別
割
 
を
削

り
 
 
か
ら
第
四
項
ま
で
 
を
 
又
は
第
三
項
 
に
改
め
 
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
 
の
種
別

割
 
を
削
る
  

附
則
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
二
号
 
第
十
六
条
の
四
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
第
三
項
第

二
号
中
 
 
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
 
を
 
及
び
附
則
第
七

条
の
三
第
一
項
 
に
改
め
る
  

附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
 
令
和
八
年
度
 
を
 
令
和
十
一
年
度
 
に
改
め
 
同
条
第
二
項

中
 
令
和
八
年
度
 
を
 
令
和
十
一
年
度
 
に
改
め
る
  

附
則
第
十
八
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
 
 
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項

及
び
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
 
を
 
及
び
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
 
に
改
め
る
  

附
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
中
 
 
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
三
の
二
第

一
項
 
を
 
及
び
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
 
に
改
め
る
  

附
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
二
号
並
び
に
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
二
号

及
び
第
五
項
第
二
号
中
 
 
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
七
条
の
三
の
二
第
一
項
 
を
 
及
び
第
七

条
の
三
第
一
項
 
に
改
め
る
  

 
半
田
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
改
正
  

第
二
条 

半
田
市
都
市
計
画
税
条
例
 
昭
和
五
十
二
年
半
田
市
条
例
第
十
一
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
  

 
 
 

附
則
第
二
項
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第
十
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三
項
 
に
改
め
る
  

 
 
 

附
則
第
三
項
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第

三
十
一
項
 
に
改
め
る
  

 
 
 

附
則
第
四
項
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
六
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第

三
十
五
項
 
に
改
め
る
  

 
 
 

附
則
第
五
項
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
附
則
第
十
五
条
第
三
十
七
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第

三
十
六
項
 
に
改
め
る
  

 
 
 

附
則
第
六
項
 
見
出
し
を
含
む
 
 
中
 
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
 
を
 
附
則
第
十
五
条
第

四
十
項
 
に
 
 
市
町
村
 
を
 
市
 
に
改
め
る
  

附
則
第
二
十
項
を
附
則
第
二
十
一
項
と
す
る
  

附
則
第
十
九
項
中
 
第
九
項
 
第
十
三
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
 
第
十
九
項
 
第
二
十
項
 
第
二

十
四
項
 
第
二
十
七
項
 
第
三
十
一
項
か
ら
第
三
十
三
項
ま
で
 
第
三
十
六
項
 
第
三
十
七
項
 
第

四
十
一
項
若
し
く
は
第
四
十
四
項
 
を
 
第
八
項
 
第
十
二
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
 
第
十
八
項
 

第
十
九
項
 
第
二
十
三
項
 
第
二
十
六
項
 
第
三
十
項
か
ら
第
三
十
二
項
ま
で
 
第
三
十
五
項
 
第

三
十
六
項
 
第
四
十
項
若
し
く
は
第
四
十
三
項
 
に
改
め
 
同
項
を
附
則
第
二
十
項
と
す
る
  

附
則
第
十
八
項
中
 
附
則
第
八
項
及
び
第
十
項
 
を
 
附
則
第
九
項
及
び
第
十
一
項
 
に
 
 
附

則
第
八
項
及
び
第
十
一
項
 
を
 
附
則
第
九
項
及
び
第
十
二
項
 
に
 
 
附
則
第
九
項
 
第
十
一
項

及
び
第
十
二
項
 
を
 
附
則
第
十
項
 
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
 
に
 
 
附
則
第
十
一
項
か
ら
第

十
三
項
ま
で
 
を
 
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
 
に
 
 
附
則
第
十
三
項
 
を
 
附
則
第

十
四
項
 
に
 
 
附
則
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
 
を
 
附
則
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
 

に
 
 
附
則
第
十
五
項
 
を
 
附
則
第
十
六
項
 
に
改
め
 
同
項
を
附
則
第
十
九
項
と
す
る
  

附
則
第
十
七
項
を
附
則
第
十
八
項
と
し
 
附
則
第
十
三
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

下
げ
る
  

附
則
第
十
二
項
中
 
附
則
第
八
項
 
を
 
附
則
第
九
項
 
に
改
め
 
同
項
を
附
則
第
十
三
項
と
す

る
  附

則
第
十
一
項
中
 
附
則
第
八
項
 
を
 
附
則
第
九
項
 
に
改
め
 
同
項
を
附
則
第
十
二
項
と
す

る
  附

則
第
十
項
中
 
附
則
第
八
項
 
を
 
附
則
第
九
項
 
に
改
め
 
同
項
を
附
則
第
十
一
項
と
す
る
  

附
則
第
九
項
を
附
則
第
十
項
と
し
 
附
則
第
八
項
を
附
則
第
九
項
と
す
る
  

附
則
第
七
項
の
見
出
し
中
 
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
 
を
 
改
修
特
別
特
定
建
築
物
 
に
改
め
 

同
項
中
 
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
 
を
 
改
修
特
別
特
定
建
築
物
 
に
 
 
高
齢
者
 
障
害
者
等

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
 
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
 

第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
 
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る

法
律
 
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
 
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に

-
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供
す
る
施
設
で
あ
る
 
を
 
施
行
規
則
附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金

確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢
者
 
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
 
平
成

十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
 
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
又
は
同
法

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
同
法
第
二
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構

造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
 
に
改
め
 
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

三 

家
屋
が
高
齢
者
 
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
 
平
成
十

八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
 
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
の
別 

附
則
第
七
項
を
附
則
第
八
項
と
し
 
附
則
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
  

 
法
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
  

７ 

法
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
三
分
の
一
と
す

る
  

 

附 

則 

 
施
行
期
日
  

第
一
条 

こ
の
条
例
は
 
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
  

 
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
  

第
二
条 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
 
新
条
例
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
 
令

和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
 
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

２ 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
地
方
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
令
和
八
年
法
律
第
二
号
 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方

税
法
 
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
 
次
項
に
お
い
て
 
旧
法
 
と
い
う
 
 
附
則
第
十

五
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
 
発
電
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

３ 

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
旧
法
附
則
第
十
五
条
の
十

一
第
一
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
改
修
実
演
芸
術

公
演
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

 
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
  

第
三
条 

新
条
例
の
規
定
中
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
 
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車

税
に
つ
い
て
適
用
す
る
  

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

３ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
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都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
  

第
四
条 
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
半
田
市
都
市
計
画
税
条
例
の
規
定

は
 
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
 
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
都
市
計

画
税
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

２ 

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
 
令
和
八
年
法
律
第
二
号
 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
 
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
 
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
行
わ

れ
た
同
項
に
規
定
す
る
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
対
し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
 
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
  

 
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
  

第
五
条 

市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
平
成
二
十
六
年
半
田
市
条
例
第
十
二
号
 
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

附
則
第
六
条
中
 
の
種
別
割
 
を
削
る
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承認第３号 

 

専決処分の承認について（半田市国民健康保険税条例等の一部改正） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、半田市国民健

康保険税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

により議会に報告し、その承認を求める。 

令和８年５月１８日提出 

半田市長 久 世 孝 宏  
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別
紙 半

田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
  

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
条
例
第
二
十
号 

 
 
 
 

半
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

 
半
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
  

第
一
条 

半
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
 
昭
和
三
十
五
年
半
田
市
条
例
第
十
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
  

 
 

第
三
条
第
二
項
中
 
六
十
六
万
円
 
を
 
六
十
七
万
円
 
に
改
め
る
  

第
二
十
二
条
第
一
項
中
 
六
十
六
万
円
 
を
 
六
十
七
万
円
 
に
改
め
 
同
項
第
二
号
中
 
三
十
万

五
千
円
 
を
 
三
十
一
万
円
 
に
改
め
 
同
項
第
三
号
中
 
五
十
六
万
円
 
を
 
五
十
七
万
円
 
に
改

め
る
  

 
半
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
  

第
二
条 

半
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
令
和
八
年
半
田
市
条
例
第
十
二
号
  

 
 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

 
 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
 
す
る
 
 
の
下
に
 
た
だ
し
 
加
算
後
の
額
が
三
万
円

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
 
三
万
円
と
す
る
 
 
を
加
え

る
  

 
 
 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
 
十
七
万
円
 
 
の
下
に
 
並
び
に
同
条
第
五
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
納
付
金
課
税
額
か
ら
ト
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
 
を
加
え
る
改
正
規
定
中 

 
得
た
額
 
の
下
に
 (

当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
三
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
 
三
万
円)

 
を
加
え

る
  

 
 

 
 
 

附 

則 
 

 
施
行
期
日
  

１ 

こ
の
条
例
は
 
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
 
た
だ
し
 
第
二
条
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
  

 
適
用
区
分
  

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
半
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
規
定
は
 
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
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分
の
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
 
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
保
険
税
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
  

-
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議案第４０号 

 

   令和８年度半田市一般会計補正予算第１号 

 令和８年度半田市の一般会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，０４０千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４７，４８８，０４０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和８年５月１８日提出 

                                             半田市長 久 世 孝 宏  
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（款）16　国　庫　支　出　金

2

2

1 社会福祉費 障がい者総合支援 2,970 2,970

補助金 事業費補助金

2,970 　5,940×1/2

国庫補助金

令和８年度半田市一般会計補正予算第１号　歳入参考資料

（単位：千円）

項 目
節

民生費国庫補助金

区　分 ／ 金　額
補　　正　　前 補　　正　　後 比較増減

-48-



  

 

議
案
第
四
十
一
号 

半
田
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

半
田
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
  

令
和
八
年
五
月
十
八
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏
■ 

 
 
 

 

半
田
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

半
田
市
行
政
手
続
条
例
 
平
成
十
二
年
半
田
市
条
例
第
一
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

 
 

第
十
五
条
第
一
項
中
 
名
あ
て
人
 
を
 
名
宛
人
 
に
改
め
 
同
条
第
三
項
中
 
名
あ
て
人
 
を
 
名

宛
人
 
に
 
 
そ
の
者
の
氏
名
 
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の

掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
 
を
 
公
示
の
方
法
 
に
改
め
 
同
項
後
段
を
削
り
 
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
  

４ 

前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
 
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
 
第
一
項
第

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
 
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 
公
示
事
項
 
と
い
う
 
 
を
規
則
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
 
公
示
事

項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
 
又
は
公
示
事
項
を
当
該
事
務

所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措

置
を
と
る
こ
と
に
よ
 
て
行
う
も
の
と
す
る
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
 
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か

ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
 
当
該
通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
  

第
十
六
条
第
一
項
中
 
同
条
第
三
項
後
段
 
を
 
同
条
第
四
項
後
段
 
に
改
め
る
  

第
二
十
二
条
第
三
項
中
 
第
十
五
条
第
三
項
 
及
び
 
同
条
第
三
項
 
の
下
に
 
及
び
第
四
項
 
を
加

え
 
 
名
あ
て
人
 
を
 
名
宛
人
 
に
改
め
 
 
と
 
 
の
下
に
 
同
項
中
 
を
加
え
 
 
掲
示
を
始
め

た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
 
を
削
り
 
 
 
掲
示
を
始
め
た
 
を
 
 
当
該
措
置
を
開
始
し
た
 
に

改
め
る
  

第
二
十
九
条
中
 
第
十
五
条
第
三
項
及
び
 
の
下
に
 
第
四
項
並
び
に
 
を
加
え
 
 
 
同
項
第
三
号
 

を
 
同
条
第
四
項
中
 
第
一
項
第
三
号
 
に
 
 
同
条
第
三
号
 
を
 
第
二
十
八
条
第
三
号
 
に
 
 
同

条
第
三
項
後
段
 
を
 
同
条
第
四
項
後
段
 
に
 
 
第
十
五
条
第
三
項
後
段
 
を
 
第
十
五
条
第
四
項
後

段
 
に
改
め
る
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附 

則 
 

 
施
行
期
日
  

１ 

こ
の
条
例
は
 
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
  

 

 
適
用
区
分
  

２ 

改
正
後
の
半
田
市
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
 
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
例
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
 
 
の
規
定
は
 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
通
知
に
つ
い
て
適

用
し
 
同
日
前
に
し
た
通
知
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

-
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議
案
第
四
十
二
号 

半
田
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

半
田
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
  

 
 

令
和
八
年
五
月
十
八
日
提
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

  
 
 

半
田
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

半
田
市
市
税
条
例
 
昭
和
五
十
二
年
半
田
市
条
例
第
一
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
  

第
二
十
条
中
 
は
 
 
の
下
に
 
公
示
事
項
 
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
 
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
 
 
を
地
方
税
法
施
行
規
則
 
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
 
以
下
 
施

行
規
則
 
と
い
う
 
 
第
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
 
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
 
を
 
 
第
二
条

第
二
項
 
の
下
に
 
た
だ
し
書
 
を
加
え
 
 
掲
示
し
て
行
う
 
を
 
掲
示
し
 
又
は
公
示
事
項
を
市
の

事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置

く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
 
て
す
る
 
に
改
め
る
  

第
二
十
条
の
三
中
 
地
方
税
法
施
行
規
則
 
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
 
以
下
 
施
行
規

則
 
と
い
う
 
 
 
を
 
施
行
規
則
 
に
改
め
る
  

 

第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
中
 
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
 
を
 
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四

項
 
に
改
め
る
  

第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
中
 
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
 
を
 
並
び
に
第
三
十

五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
第
四
号
 
に
改
め
る
  

第
三
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第
二
号
中
 
除
き
 
 
を
 
除
く
 
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
 
 
 
 
に
改
め
 
 
 
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
 
を
削
り
 
同
条
第
五
項
中
 
次
条
第
四
項
 

を
 
次
条
第
五
項
 
に
改
め
る
  

第
三
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

次
に
掲
げ
る
者
 
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
公
的
年
金
等
受
給
者
 
と
い
う
 
 
は
 
公
的
年
金
等
支

払
者
 
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規

定
す
る
公
的
年
金
等
 
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 
公
的
年
金
等
 
と
い
う
 
 
の
支
払
者
を
い
う
 
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
 
 
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
 
施
行

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
 
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
 
当
該
公
的
年
金
等

支
払
者
を
経
由
し
て
 
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
  

一 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
者 

二 

法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
 
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
を
除
く
 
 
の
支
払
を
受
け
る
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
 
て
 
特
定

-
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配
偶
者
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
 
合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
 
 

の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
 
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
 
 
を
い
う
 
次
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
 
 
 
退
職
手
当
等
 
第
五
十
一
条
の

二
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
 
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
 
 
に
係
る
所
得
を
有
す
る

者
に
限
る
 
 
又
は
扶
養
親
族
 
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
 
て
退

職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
 
 
若
し
く
は
特
定
親
族
 
退
職
手
当
等
に
係
る
所

得
を
有
す
る
者
で
あ
 
て
 
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
 
 
を
有

す
る
者 

三 

法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
 
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
に
限
る
 
 
の
支
払
を
受
け
る
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
 
当
該
年
中
に
支

払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的
年
金
等
の
額
が
そ
の
年
最
初
に
当
該
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る

べ
き
日
の
前
日
の
現
況
に
お
い
て
令
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
三
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な
い
者

を
除
く
 
 
で
あ
 
て
 
障
害
者
 
寡
婦
若
し
く
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
者
又
は
特
定
配
偶
者

若
し
く
は
扶
養
親
族
 
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
 
 
若
し
く
は

特
定
親
族
 
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
 
 
を
有
す
る
者 

第
三
十
五
条
の
三
の
三
第
五
項
中
 
第
三
項
 
を
 
第
四
項
 
に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
六
項
と

し
 
同
条
第
四
項
中
 
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
三
 
を
 
第
四
十
八
条
の
九
の
八
 
に
改
め
 
同

項
を
同
条
第
五
項
と
し
 
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
 
同
条
第
二
項
中
 
前
項
 
を
 
第
一

項
 
に
 
 
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
 
を
 
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
 
に
 
 
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提

出
 
を
 
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
 
に
改
め
 
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
 
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
  

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
 
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
  

一 

公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称 

二 

公
的
年
金
等
受
給
者
が
 
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
特
別
障
害
者
又

は
そ
の
他
の
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
該
当
す
る
事
実
並
び
に
寡
婦
又
は

ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨 

三 

特
定
配
偶
者
の
氏
名 

四 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名 

五 

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項 

第
五
十
九
条
中
 
が
土
地
 
の
下
に
 
又
は
家
屋
 
を
加
え
 
 
 
家
屋
に
あ
つ
て
は
二
十
万
円
 
を

削
り
 
 
百
五
十
万
円
 
を
 
百
八
十
万
円
 
に
改
め
る
  

附
則
第
六
条
中
 
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
 
を
 
以
後
 
に
改
め
る
  

附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
中
 
令
和
二
十
年
度
 
を
 
令
和
二
十
五
年
度
 
に
 
 
令
和
七
年
 
を
 
令

-
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和
十
二
年
 
に
改
め
る
  

附
則
第
七
条
の
四
中
 
又
は
附
則
第
二
十
条
第
一
項
 
を
 
 
附
則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
又
は
附
則

第
二
十
条
第
一
項
 
に
 
 
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
 
を
 
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
 

に
改
め
る
  

附
則
第
九
条
の
二
中
 
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
 
の
下
に
 
 
法
附
則
第
七
条
の
三
第
三
項
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
 
 
 
を
加
え
る
  

附
則
第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
 
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
 
を
 
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
六

項
 
に
 
 
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
項
 
を
 
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
 
に
改
め
 
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
  

４ 

第
一
項
 
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
 
 
の
場
合
に
お
い
て
 
所
得
割
の
納
税
義

務
者
が
 
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
土

地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
を
し
た
土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を

し
た
時
に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法
 
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
 
第
三
条
第
一
項
の
地
す

べ
り
防
止
区
域
 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
 
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

五
十
七
号
 
第
三
条
第
一
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂

災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
 
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
 
第
九
条
第
一
項
の
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
 
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
 
第

五
十
六
条
第
一
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
 
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
 
第
一
項
又

は
第
二
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め

の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
  

附
則
第
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
  

 
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
  

第
十
九
条
の
三 

当
分
の
間
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
 
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
 
当
該
事
業
所
得
 

譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
 
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
三

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
 
他
の
所
得
と
区
分
し
 
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
の
金
額
 
譲
渡
所
得
の

金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の
四
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
 
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
 
と
い
う
 
 
に

対
し
 
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
 
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
 
次
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
 
そ
の
適
用
後
の
金
額
 
を
い
う
 
 
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る

市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
  

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
 
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
  

一 

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
 
同
条
中
 
総
所
得
金
額
 
と
あ
る
の
は
 
 
総
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所
得
金
額
 
附
則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金

額
 
と
す
る
  

二 

第
三
十
三
条
の
六
か
ら
第
三
十
三
条
の
八
ま
で
 
第
三
十
三
条
の
九
第
一
項
 
附
則
第
七
条
第

一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
 
第
三
十
三
条
の
六
中
 
所
得

割
の
額
 
と
あ
る
の
は
 
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
 
と
 
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
前
段
 
第
三
十
三
条
の
八
 
第
三
十
三
条
の
九

第
一
項
 
附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
中
 
所
得
割
の
額
 
と
あ
る
の
は

 
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
 
と
 

第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
後
段
中
 
所
得
割
の
額
 
と
あ
る
の
は
 
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十

九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
 
と
す
る
  

三 

第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
 
同
条
中
 
又
は
山
林
所
得
金
額
 
と
あ
る
の
は
 
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
 
と
 
 
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
 
と
あ
る
の
は
 
 
山
林
所
得
金
額
若
し

く
は
附
則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
 
と

す
る
  

四 

附
則
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
 
同
条
第
一
項
中
 
山
林
所
得
金
額
 
と
あ
る
の
は

 
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡

所
得
等
の
金
額
 
と
 
同
条
第
二
項
中
 
所
得
割
の
額
 
と
あ
る
の
は
 
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
 
と
す
る
  

 

附 

則 

 
施
行
期
日
  

第
一
条 

こ
の
条
例
は
 
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
 
た
だ
し
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
 
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
  

一 

半
田
市
市
税
条
例
 
以
下
 
市
税
条
例
 
と
い
う
 
 
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
 
第

三
十
五
条
の
三
の
二
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
改
正
規
定
及

び
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定 

令
和
九
年

一
月
一
日 

二 

市
税
条
例
第
五
十
九
条
の
改
正
規
定
及
び
第
四
条
の
規
定 

令
和
九
年
四
月
一
日 

三 

市
税
条
例
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
四
の
改
正
規
定
 
 
附

則
第
五
条
の
六
第
二
項
 
を
 
附
則
第
五
条
の
六
第
三
項
又
は
第
四
項
 
に
改
め
る
部
分
に
限
る
 
 
 

附
則
第
九
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
第
四
項
の
規

定 

令
和
十
年
一
月
一
日 

四 

市
税
条
例
附
則
第
七
条
の
四
の
改
正
規
定
 
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
徐
く
 
 
及
び
附
則
第
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十
九
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定 

金
融

商
品
取
引
法
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
令
和
八
年
法
律
第 

号
 

の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
一
月
一
日 

 
公
示
送
達
に
関
す
る
経
過
措
置
  

第
二
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
市
税
条
例
 
以
下
 
新
条
例
 
と
い
う
 
 
第
二
十
条
の
規
定
は
 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
公
示
送
達
に
つ
い
て
適
用
し
 
同
日
前
に
し
た
公
示
送
達
に
つ
い

て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

 
市
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
  

第
三
条 

新
条
例
第
三
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
 
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
三
十
五
条
の

三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
 
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金

等
に
つ
い
て
提
出
し
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
市
税
条
例
 
以
下
 
旧
条
例
 
と
い
う
 
 
第
三

十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

２ 

新
条
例
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
 
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
令

和
八
年
一
月
一
日
以
後
に
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
令
和
八
年
法
律
第
十
二
号
 
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
 
所
得
税
法
等
改
正
法
 
と
い
う
 
 
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別

措
置
法
 
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
 
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
 
同
条

第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
六
項
に
規

定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
 
 
若
し
く
は
既
存
住
宅
 
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
例
既
存
住
宅
及
び
同
条
第

三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
三
十
五
項
に
規

定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
を
含
む
 
 
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
 
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
特

例
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
を
含
み
 
当
該
増
改
築
等
又
は
当
該
特
例
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
 
 

又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
 
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
六
項
に
規
定
す

る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
を
含
む
 
 
を
同
条
第

一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
 
市
民
税
の
所

得
割
の
納
税
義
務
者
が
同
日
前
に
所
得
税
法
等
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措

置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
用
家
屋
 
同
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
居
住
用
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
特
例
居
住
用
家
屋
を
含
む
 
 
若

し
く
は
既
存
住
宅
 
同
条
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
と
み
な
さ

れ
る
同
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
要
耐
震
改
修
住
宅
を
含
む
 
 
若
し
く
は
増
改
築
等
を
し
た
家
屋

 
当
該
増
改
築
等
に
係
る
部
分
に
限
る
 
 
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
 
同
条
第
二

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
認
定
住
宅
等
と
み
な
さ
れ
る
同
条
第
二
十
一
項
に
規
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定
す
る
特
例
認
定
住
宅
等
を
含
む
 
 
を
同
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用

に
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

３ 

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
税
条
例
附
則
第
七
条
の
四
の
規
定
は
 
同
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
 
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
 
四
号
施
行
日
 
と
い
う
 
 
の
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
 
四
号
施
行
日
の
属
す
る
年

度
分
ま
で
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
  

４ 

新
条
例
附
則
第
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
 
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
第
一
条
第
三

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
行
う
新
条
例
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
土
地
等
の
譲
渡
に

つ
い
て
適
用
す
る
  

５ 

新
条
例
附
則
第
十
九
条
の
三
の
規
定
は
 
四
号
施
行
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
後
の
年
度
分
の

個
人
の
市
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
  

 
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
  

第
四
条 

新
条
例
第
五
十
九
条
の
規
定
は
 
令
和
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
 
令
和
八
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
 
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
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議案第４３号 

 

半田市監査委員の選任について 

半田市議会選出監査委員小出義一は、令和８年５月１７日をもって辞任したので、その後

任として次の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１

項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

令和８年５月１８日提出 

  半田市長 久 世 孝 宏  

 

住  所   

氏  名   

年  齢   
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